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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２５年２月２８日 午前９時３０分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画について

議第 ２号 農地法第３条の規定による許可申請について

議第 ３号 事業計画変更承認申請について

議第 ４号 農地法第４条の規定による許可申請について

議第 ５号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第 ６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて

議第 ７号 下限面積（別段面積）の設定について

報告事項 報第 １号 第１調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農政対策部会の結果報告について

報第 ３号 農地法第１８条第６項の解約通知について

報第 ４号 基盤強化法の解約通知について

報第 ５号 使用貸借の解約通知について

報第 ６号 農地潰廃通報について

報第 ７号 農地法第３条の３第１項の届出について

その他

出席委員 ３３名

１番 大 桃 伸 之 委員 ３番 清 水 栄 委員

４番 村 井 善一郎 委員 ５番 熊 倉 睦 委員

６番 捧 譽 委員 ７番 阿 部 眞佐雄 委員

８番 刈 屋 一 夫 委員 １０番 金 子 純 一 委員

１１番 内 山 清 委員 １２番 大 竹 一 雄 委員

１３番 鶴 巻 俊 樹 委員 １４番 村 山 佐喜雄 委員

１５番 山ノ内 正 委員 １６番 大 竹 正 信 委員

１７番 廣 川 哲 也 委員 １８番 田 邉 稔 委員

１９番 五十嵐 俊 雄 委員 ２０番 坂 井 和 弘 委員

２１番 阿 部 銀次郎 委員 ２２番 野 水 敏 秋 委員

２３番 野 﨑 文 夫 委員 ２４番 髙 山 博 委員

２５番 佐 藤 裕 雄 委員 ２６番 阿 部 新一郎 委員
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２７番 星 野 英 治 委員 ２８番 藤 田 吉 則 委員

２９番 渡 邉 一 英 委員 ３０番 原 正 利 委員

３１番 小 師 勉 委員 ３２番 目 黒 伸 一 委員

３３番 山 田 佳 典 委員 ３４番 蒲 澤 正 委員

３５番 小 林 六 一 委員

欠席委員 ２名

２番 鶴 巻 純 一 委員 ９番 佐 藤 満 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 大 坂 純 司

事 務 局 次 長 渡 邊 博 之

経営基盤係副参事 麦 倉 政 勝

農 地 係 主 任 堀 江 定 昭

午前９時３０分 開会及び開議

（午前９時３０分 三條新聞社傍聴）

議長（野﨑会長）

定刻になりましたので、２月の定例総会を開催したいと思います。

きょうは、皆様におかれましては、今確定申告の時期でありますが、忙しい中、ご出

席いただき、まことにありがとうございました。

それでは、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３５名、出席３３

名、欠席２名で会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。10番、

金子純一委員、２５番、佐藤裕雄委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画について』ご説明いたします。

まず、１５ページをごらん願います。今月の申請は、新規設定２８件、１４万７，９

０２．４８㎡、再設定５４件、２４万５，８７３．９９㎡、利用権移転２件、５，０２

７㎡、所有権移転１件、１，２６９㎡であります。合計では８５件、４０万７２．４７

㎡であります。

それでは、戻りまして１ページの５６８番から順に説明いたします。

５６８番は、福島新田地内の農地１筆、１，２６９㎡をあっせんによる売買により取

得したいものであります。価格は、１０ａ当たり約１００万円であります。
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５６９番の１は、飯田地内の農地１筆、２，９４０㎡を新規により２年間利用権設定

するものであります。

５７０番は、東大崎地内の農地２筆、６６０㎡を新規により２年間利用権設定するも

のであります。

５７１番は、田屋地内の農地１筆、２，８８０㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

５７２番は、田屋地内の農地３筆、８，３０１㎡を２年間利用権設定するものであり

ます。

５７３番は、原地内の農地１筆、１，４２５㎡を新規により２年間利用権設定するも

のであります。

５７４番は、濁沢地内の農地２筆、３，９６７㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

５７５番は、森町地内の農地１７筆、１万２，６８４．８４㎡を新規により２年間利

用権設定するものであります。

５７６番は、森町地内の農地７筆、６，４８０㎡を新規により２年間利用権設定する

ものであります。

５７７番は、馬場ほか地内の農地１５筆、２，２４５㎡を新規により４年間利用権設

定するものであります。

５７８番は、柳川新田地内の農地１筆、２，０２３㎡を新規により５年間利用権設定

するものであります。

５７９番は、長野地内の農地１筆、２，１７２㎡を新規により５年間利用権設定する

ものであります。

５８０番の１は、下保内地内の農地４筆、５，７０８㎡を新規により６年間利用権設

定するものであります。

５８１番は、桑切地内の農地３筆、１，６１５㎡を新規により６年間利用権設定する

ものであります。

５８２番の１は、吉田地内の農地１筆、３，０９２㎡を新規により９年間利用権設定

するものであります。

５８３番の１は、白山新田地内の農地１筆、１，７０６㎡を新規により９年間利用権

設定するものであります。

５８４番は、東鱈田地内の農地５筆、７９９㎡を新規により９年間利用権設定するも

のであります。

５８５番は、蔵内地内の農地３筆、４６８㎡を新規により９年間利用権設定するもの

であります。

５８６番は、広手地内の農地７筆、７，１５１㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。

５８７番は、飯田地内の農地１筆、３，５０３㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。



- 4 -

５８８番は、一ツ屋敷新田ほか地内の農地２５筆、１万５，９５４．６１㎡を新規に

より９年間利用権設定するものであります。

５８９番の１は、南中地内の農地９筆、１万４，２４０．３㎡を新規により１０年間

利用権設定するものであります。

５９０番の１は、金子新田地内の農地３筆、９３２㎡を新規により１０年間利用権設

定するものであります。

５９１番の１は、代官島地内の農地９筆、９，２５９㎡を新規により１０年間利用権

設定するものであります。

５９２番の１は、金子新田新田地内の農地１筆、１，８００㎡を新規により１０年間

利用権設定するものであります。

５９３番は、福島新田ほか地内の農地１０筆、１，０７４．７３㎡を新規により１０

年間利用権設定するものであります。

５９４番の１は、福島新田地内の農地７筆、３万２７６㎡を新規により１０年間利用

権設定するものであります。

次の５９５番から１４ページの６４７番までの５４件につきましては、再設定であり

ますので、説明を略させていただきます。

続きまして、１５ページをごらん願います。６４８番は、栗林地内の農地１筆、１，

００４㎡を約１年間利用権移転するものであります。

６４９番は、石上３丁目ほか地内の農地５筆、４，０２３㎡を１年間利用権移転する

ものであります。

６５０番は、飯田地内の農地３筆、２，０３５㎡を新規により１年間利用権設定する

ものであります。

６５１番は、広手地内の農地２筆、２，５１１㎡を新規により９年間利用権設定する

ものであります。

６５２番は、高屋敷地内の農地１筆、９６㎡を再設定により９年間利用権設定するも

のであります。

１６ページをごらん願います。１６ページの５６９番の２から１７ページの５９４番

の２までの枝番がついております９件、６万９，９５３．３㎡につきましては、農地利

用集積円滑化事業での新規設定により、２年間から１０年間の利用権設定をするもので

あります。議案中の枝番１と枝番２は連動しておりますので、そのようにごらんいただ

きたいと思います。

いずれも申請人の書類確認及び経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の要件を満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結果

を報告願います。
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第１調査部会長は、坂井代理の隣に着席願います。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

おはようございます。

それでは、第１調査部会の調査結果について、ご報告いたします。

第１調査部会では、２月２５日午前９時から厚生福祉会館第２集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、坂井会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、５条申請の１件を除く全案件について意見決

定を経て、午前１１時３０分に閉会いたしました。

５条申請の１件につきましては、第１調査部会で意見決定について一任の承認を得て、

２月２６日、藤田部会長代理、野﨑会長、坂井会長代理と私の４人で事情聴取を行うこ

とといたしました。

２月２６日は、午前９時２５分から厚生福祉会館第１集会室におきまして、私と藤田

部会長代理、野﨑会長、坂井会長代理出席のもと、５条申請１件について事情聴取を行

い、意見決定を経て午前９時５０分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画について』は、新

規設定２８件、再設定５４件、利用権移転２件、所有権移転１件、合計件数で８５件、

面積にして４０万７２．４７㎡で、書類審査及び事務局からの詳細説明を受け、いずれ

も経営面積、従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。なお、委員の質問

等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第１号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』説明いたします。
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まず、２１ページをごらん願います。今月の申請は、１２件の申請で、合計５万２，

２４０．２６㎡であります。

それでは、戻りまして１８ページをごらん願います。８２番から順に説明いたします。

８２番は、上須頃地内の農地１０筆、５，１００㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図

るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約５００万円であ

ります。

８３番は、代官島地内の農地２筆、２，０４２㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約１３０万円であり

ます。

８４番は、福島新田地内の農地１０筆、３，９５７．６１㎡を譲り受け人が相手方の

要望により売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約５０万円であ

ります。

８５番は、猪子場新田地内の農地３筆、３，０６３㎡を譲り受け人が経営規模拡大を

図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約５０万円であ

ります。

８６番は、猪子場新田地内の農地２筆、２，０２５㎡を譲り受け人が経営規模拡大を

図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約５０万円であ

ります。

８７番は、帯織南地内の農地１筆、１，５５１㎡を譲り受け人が経営規模拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約１００万円であり

ます。

８８番、８９番は、月岡４丁目地内の農地１筆、２５８㎡と農地１筆、２２９㎡を譲

り受け人、譲り渡し人が相互の交換により取得するものであります。

９０番は、長沢地内の農地２筆、４８㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望により同一

世帯内後継者が贈与により取得するものであります。

９１番は、新光地内の農地８筆、４，８８８㎡を経営の若返りを図るため、同一世帯

内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

９２番は、大島ほか地内の農地４４筆、２万２，１４５．６１㎡を経営の若返りを図

るため、同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

９３番は、代官島地内の農地２１筆、６，９３３．０４㎡を経営の若返りを図るため、

同一世帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

いずれも申請人の書類及び現地確認、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労

働力、技術、下限面積を超えていることなどから、許可要件を全て満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。
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第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第２号『農地法第３条の規定による許可申請について』は、売買によるもの６件、

交換によるもの２件、贈与によるもの１件、使用貸借によるもの３件、合計件数１２件、

面積で５万２，２４０．２６㎡で、現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果

など詳細説明を受け、いずれも譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積

などの許可要件を全て満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第２号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『事業計画変更承認申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第３号『事業計画変更承認申請について』説明いたします。

２３ページをごらん願います。今月の申請は３件の申請で、合計２，５１８㎡であり

ます。

それでは、戻りまして２２ページの２７番から順に説明いたします。

２７番は、曲渕３丁目地内の農地１筆、２４７㎡を売買により取得し、住宅１棟の用

地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万５，０００円であ

ります。場所につきましては、月岡小学校北側２５０ｍ付近で、第３種農地に該当して

おります。

２８番は、下保内地内の農地１筆、４３４㎡は当初使用貸借権の設定により取得し、

住宅１棟、駐車場２台の用地として転用許可を得ましたが、今回同じく使用貸借権の設

定により住宅１棟の用地として利用したいものです。場所につきましては、保内保育所

北側５０ｍ付近で第３種農地に該当しております。

２９番は、福島新田地内の土地１筆、１，８３７㎡を当初駐車場１４台と資材置き場

の用地として許可転用を受けましたが、今回敷地内に大型車の車庫の設置と駐車場１６

台、資材置き場の用地として利用したいものです。場所につきましては、北陸自動車道

栄パーキングエリアの東側１５０ｍ付近で、第３種農地に該当しております。

いずれも申請人の書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件を全て
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満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第３号『事業計画変更承認申請について』は、件数にして３件、面積にして２，５

１８㎡で、２９番の現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を

受け、立地基準及び一般基準を満たしており、承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』説明いたします。

２４ページをごらん願います。今月の申請は、２件の申請で、計３００㎡であります。

この面積には、１８番の取り消し案件は含まれておりませんので、よろしくお願いいた

します。

それでは、１８番から説明いたします。１８番は、善久寺地内で昭和５７年５月１５

日付で資材置き場用地として４条許可を受けた土地２筆、２５１㎡の許可を取り消した

いものです。場所につきましては、善久寺諏訪神社南西側１５０ｍ付近で、農用地区分

は第３種農地に該当しております。

１９番は、楢山地内の農地１筆、３００㎡を住宅１棟、駐車場の用地として利用した

いものです。場所につきましては、楢山集落開発センター東側１００ｍ付近で、農用地

区分は第３種農地に該当しております。

いずれも申請人の書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件を全て
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満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

１４番、村山委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第４号『農地法第４条の規定による許可申請について』は、件数にして２件、面積

にして３００㎡で、書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準

及び一般基準を満たしており、承認相当といたしました。

なお、先ほど申しました面積３００㎡には取り消し案件の面積２５１㎡は含まれてい

ないことを申し添えます。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』を議題といた

します。

なお、２８番、藤田吉則委員は、農業委員会等に関する法律第２４条の規定に基づき、

議事参与の制限により本議案終了まで退席をお願いいたします。

２８番（藤田吉則委員）

この議案の１２０番に関係しておりますので、退席をいたします。

（午前１０時００分 ２８番藤田吉則委員退席）

議長（野﨑会長）

それでは、事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』説明いたします。
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今月の申請は、２７ページをごらん願います。９件の申請で、合計１万７５２．１０

㎡であります。

それでは、戻りまして２５ページの１１７番から順に説明をいたします。

１１７番は、先ほど事業計画変更承認申請での農地法第５条の許可申請でありますの

で、説明を略させていただきます。

１１８番は、嘉坪川２丁目地内の農地３筆、２，１５５㎡を売買により取得し、建て

売り区画の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万５，

０００円であります。場所につきましては、三条総合病院東側２００ｍ付近です。農用

地区分は、第３種農地に該当しております。

１１９番は、新光町地内の農地３筆で２，０１５㎡を売買により取得し、宅地造成８

区画の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約８，０００円

であります。場所につきましては、裏館小学校北側の３５０ｍ付近です。農用地区分は、

３種農地に該当しております。

１２０番は、月岡１丁目地内の農地１筆９２７㎡を賃借権の設定により取得し、駐車

場２５台の用地として利用したいものです。場所につきましては、三条高校グラウンド

南東側１００ｍ付近です。農用地区分は、第３種農地に該当しております。

１２１番は、直江町４丁目地内の農地３筆、２，０１８㎡を売買により取得し、試験

用ビニールハウス１棟、資材置き場、調整池などの用地として利用したいものです。土

地の売買価格は、１㎡当たり約８，０００円であります。場所につきましては、市道今

井野新田２号線貝喰川橋梁西側の２５０ｍ付近です。農用地区分は、第３種農地に該当

しております。

１２２番は、上須頃地内の農地８筆、２，５００．９４㎡を売買により取得し、老人

介護施設１棟、駐車場３７台などの用地に利用したいものです。土地の売買価格は、１

㎡当たり約３万円であります。場所につきましては、三条商工会議所南側１００ｍ付近

で、第３種農地に該当しております。

１２３番は、柳川新田地内の農地１筆、３１２㎡を賃借権の設定により携帯電話無線

基地局建設に伴う仮設用地として、平成２５年３月１９日から平成２５年６月３０日ま

で一時転用地として利用したいものです。場所につきましては、旭小学校北側２００ｍ

付近で、第３種農地に該当しております。

１２４番は、善久寺地内の農地２筆で、１８１．１６㎡を売買により取得し、住宅１

棟、駐車場２台の用地に利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約２万円

であります。場所につきましては、善久寺諏訪神社南西側１５０ｍ付近で、農用地区分

は第３種農地に該当しております。

１２５番は、栗林地内の農地２筆、３９６㎡を使用貸借権の設定により取得し、住宅

１棟、倉庫、物置１棟、駐車場２台の用地として利用したいものです。場所につきまし

ては、神林小学校北側５００ｍ付近で、信濃川右岸堤防の隣接地でございます。農用地

区分は、第３種農地に該当しております。

いずれも申請人の書類及び現地確認し、立地基準及び一般基準などの許可要件を全て
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満たしております。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

１４番、村山委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第５号『農地法第５条の規定による許可申請について』は、件数にして９件、面積

にして１万７５２．１㎡で、１１８番、１１９番、１２１番、１２２番の現地調査と１

１８番の事情聴取を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、いず

れも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第５号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

２８番、藤田吉則委員の着席を願います。

（午前１０時０７分 ２８番藤田吉則委員着席）

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』説明いたします。

２８ページをごらんいただけますでしょうか。今月の申請は１件であります。議案中

の番号１の被相続人は、平成２４年３月３日死亡され、相続人の協議の結果、平成２５

年１月２６日、遺産分割協議が成立いたしました。農地の相続面積は、田畑合わせて３，

２６６㎡中、今回の相続税の納税猶予に関する適格者証明願が出された農地は、同じく

２，３６６㎡で、農地として適正に管理されております。
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議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告願います。

１４番、村山委員。

第１調査部会長（１４番村山佐喜雄委員）

議第６号『相続税の納税猶予に関する適格者証明願いについて』は、件数にして１件、

１名の申請について、書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、全て農

地として適正管理されており、適格者証明は適当と判断いたしました。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり適格者として証明を与えることにご異議ございま

せんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

第１調査部会長、自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第７号『下限面積（別段面積）の設定について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

それでは、議第７号『下限面積（別段面積）の設定について』を説明いたします。

農地法の改正により、下限面積について毎年審議決定することになっております。

議第７号の資料をごらんいただきますと、農地法の３条許可は権利取得後において５

０ａに達しない場合は許可ができないことになっております。しかしながら、農業委員

会が農林水産省令で定める基準に沿って市の全域、または一部について別段の面積を定

めた場合は５０ａを下回ることもできることになっております。設定については、農地

法施行規則第１７条で、別段面積を設定する場合は、耕作面積が別段面積より少ない農

家戸数が４０％を下らないことと基準が示されております。

そこで、参考資料の３ページをごらん願います。この表の太線で囲ってある、太線の

中の右側でございますけれども、３０ａから５０ａと記載されている欄で、その下へ行

きますと網かけをしている場所がございます。三条地区では経営面積が５０ａ未満の農
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家の割合が２５％、栄地区では３３％、下田地区では２８％、三条市全体では２８％と

なっております。したがいまして、三条市全体においては７２％、７割を上回る方が５

０ａ以上の耕地で農業経営をされていることになります。

遊休農地の割合も農地利用調査から０．１％となっておりますし、担い手の利用集積

計画においても４３．４％となっております。

このようなことから、昨年も別段面積は設定せず、下限面積は農地法の定めるとおり

５０ａとしてきたところでございます。本年も審議の上、決定をいただきたいと思って

おります。

以上であります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

野水委員。

２２番（野水敏秋委員）

今事務局長から詳しく説明がありましたけれども、議第７号『下限面積（別段面積）

の設定について』が上程され、この件につきましては先般農政対策部会への付託を受け

ておりませんが、２２日、議題として審議いたしました。

本市では、２０１０年農林業センサス結果から経営規模５０ａ未満の農家が三条市全

域で３割弱であり、７割を超える農家が５０ａ以上の経営規模を持っておられること。

現状では、農地利用集積も進んでおり、担い手の経営規模は少しずつ拡大していること、

さらに農地利用状況調査結果での荒廃農地の全体に占める割合はわずかであり、農地の

保有及び利用の状況、荒廃農地の状況、将来の見通し等から見て、現段階での必要性は

ないと判断されましたことをお伝えします。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

１６番、大竹委員。

１６番（大竹正信委員）

全国農業新聞でも出ていたのですけれども、農地集積ということで農業生産法人の割

合が年々高まっているということであるのですが、うちの集落でもそうなのですけれど

も、法人へ利用権移動、構成員が全部している場合の田んぼが欲しくなった場合なので

すけれども、教えていただきたいのですが、一旦権利を自分のところに戻してから農地

を売買しなければいけないのでしょうか。

議長（野﨑会長）

その１点ですか。売買できるか。

１６番（大竹正信委員）

それと、このいただいた表で法人のところうちの鹿峠村が入っていないようなのです
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が、これがもし入った場合にはまたこのパーセンテージが変わってくるのかということ

でちょっとお聞きしたいと思います。

議長（野﨑会長）

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

お答えします。

１番目の質問ですけれども、農地を法人に預けていて、個人として農地の権利取得を

したいという場合のことでございますけれども、法人との契約を解約をした上で農業委

員会の許可を得てから購入、もしくは借り入れというようにお願いいたしたいと思って

おります。

２番目の質問ですが、この農林業センサスの調査の中には、法人も含めて調査をして

おりますので、この中に含まれているというふうに存じております。

以上です。

議長（野﨑会長）

１６番。

１６番（大竹正信委員）

そうすると、私も思うのですけれども、法人で要は農地を取得すれば済む話なのです

が、法人という流れになってまだ間もないことから、この先どうなるか、法人自体がど

うなるかわからないという中で、法人として買うのにはまだ決断ができないと。やっぱ

り個人で買いたいという話も聞くのですけれども、そうするとやっぱり全部利用権移動

している場合の農家においては田んぼ、畑で、せいぜい１０ａ前後しか持っていないの

で、また一旦戻してという、法人としてすごく事務作業が煩わしいということを聞くの

で、その場合においては、構成員が取得する場合においては別段ということも考慮して

いただけたらなと考えています。

議長（野﨑会長）

事務局、説明願います。

事務局（大坂事務局長）

今のところ法人で買えないということであれば、やはり解約をしていただいてからと

いうことになります。ですので、皆さんの地域で法人の力といいますか、構成員との協

議の中で法人で土地を購入できるということについて、ご努力という表現はよくないか

もしれないですけれども、協議をしていただければと存じます。今のところ法人の構成

員が購入をするということになれば、当然解約をしてからの購入、または権利設定とい

うことになることについてはご理解をお願いいたしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

議長（野﨑会長）

大竹委員、事務局の説明でよろしいですか。

１６番（大竹正信委員）

はい、わかりました。
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議長（野﨑会長）

それではお諮りをいたします。議第７号につきましては、ただいま２２番、野水委員

の発言のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認め、下限面積（別段面積）の設定はしないことといたし

ます。

議長（野﨑会長）

それでは、以上をもちまして議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告いただいておりますので、省略を

いたします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告について』部会長より報告願います。

農政対策部長は、坂井代理の隣に着席願います。

農政対策部会長（２２番野水敏秋委員）

皆さん、おはようございます。

農政対策部会から報告いたします。農政対策部会は、１月の総会で付託を受けました

平成２５年度農作業賃金及び機械作業料金についてを審議するため、２月２２日、午後

２時から厚生福祉会館第２集会室において部会を開催いたしました。

会議には、野﨑会長からも出席いただき、審議に加わっていただきました。平成２５

年度農作業賃金及び機械作業料金についてでありますが、お手元に配付してあります報

告資料ナンバー１をごらん願います。検討要素として、近隣市町村の状況、農業物価指

数、他産業との賃金比較、消費者物価指数、地域間格差等の検討と、現下の経済情勢や、

そして農業経営が引き続き困難な状況にあることを判断し、賃金及び機械料金等の標準

額は、「全て据え置き」と決定いたしました。

次に、「賃借料の情報提供について」でありますが、お手元に配付してあります報告資

料ナンバー２をごらん願います。この件につきましては、農地法の改正により法律で定

められていた「標準小作料制度」が廃止され、それにかわるものとして農地法第５２条

では「情報の提供」等を行うこととされ、この情報提供で「賃借料情報の提供」を実施

しております。

資料の内容は、平成２４年１月から１２月までに個人と個人が金銭で締結されたデー

タをもとに、農地区分ごとに集計した結果のものであり、昨年度と異なることは下田地

区の区分を３区分から１区分にまとめたところになっています。これにより、賃貸借に

おける賃借料水準として情報提供していくものであります。

続きまして、農地のクリーン作戦について審議いたしました。このことにつきまして
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は、農地の番人としての農業委員会の見える活動として、食の安全、安心を推進するこ

とから取り組みを実施するということで皆さんからの賛同をいただき、決定いたしまし

た。

実施日は、４月５日（金）午後から３地区に分かれて３時間程度行う予定にしていま

す。報告資料ナンバー３で概要をお伝えし、詳細につきましては後日お知らせしたいと

存じます。

以上が農政対策部会からの報告です。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言願いたいと思います。

五十嵐委員。

１９番（五十嵐俊雄委員）

ただいま農政対策部会からご説明があったわけでございますけれども、特に三条市の

賃借料情報について全然意見等がなくて、そのまま据え置きでしたか、それとも農対部

会の中でいろいろな意見が出されたか、その内容について少しお話をいただきたいので

すが。

農政対策部会長（２２番野水敏秋委員）

五十嵐委員のほうから今ご質問が出ましたけれども、賃借料情報につきましてはさま

ざまな意見が寄せられまして、また事務局もいろんな情報を出していただきましたし、

それから最大のほうの締結額ですか、それをちょっと備考欄にというご意見もありまし

たこともまた伝えてありますし、皆さんにいっぱい意見をいただきました。

それから、最後は双方、貸し手、借り手がやっぱり合意するものであるということで、

それの動きを書いていただくということでたくさん意見をいただきまして、まとめさせ

ていただきました。

以上です。

議長（野﨑会長）

この点について、私のほうから若干説明させていただきますが、今、野水委員が言わ

れましたように意見が出されたわけでございます。特に内容については土地改良、ある

いはこの小作料の中に土地改良費が含まれるのか含まれないのかという意見もございま

した。それと同時に、ＪＡさんが契約している単価についても、これは三条地域ばかり

ではありませんが、栄地区、下田地域においてそういう意見がございました。そんな中

で、やはり現状のままで締結額を提示して、情報つなぎとしてこのままでいったほうが

いいのではないかということの中で、ただし書きで米印に賃貸借については大きく黒字

枠で書き出してくれということを申し上げて、そういう意見がございました。それでよ

ろしいでしょうか、五十嵐委員。

１９番（五十嵐俊雄委員）
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わかりました。

議長（野﨑会長）

あとそのほかにございませんでしょうか。

ご発言がないようですので、農政対策部会の報告について終わります。

農政対策部会長は自席にお戻りください。どうもありがとうございました。

それでは、報第３号から報第７号まで続けて事務局より報告願います。

事務局（大坂事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

報告の中でご質問がございましたら、ご発言いただきたいと思います。

ないようですので、報告事項を終わります。

来月の調査部会開催案内を申し上げます。

第２調査部会長、８番、刈屋委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

それでは、来月は第２調査部会の当番でございます。３月２５日午前９時から厚生会

館第２集会室で会議を開催いたします。関係委員は出席をお願いいたします。

以上で報告を終わります。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

３月２５日、第２調査部会開催予定でございますので、調査部会員の方はよろしくお

願いいたします。

なお、来月の総会は２８日に予定しております。

それでは、長時間にわたって審議をいただきまして、ありがとうございました。

私のほうから一言申し忘れたことがあるのですが、先般下越協で総会がございました。

その中で新潟市の会長が改選に伴い、退任されたということと、それから五泉の会長も

改選のために退任されたということで、役員がかわりました。それを報告させていただ

きます。新会長に新発田市の会長、そして副会長には阿賀町の会長と佐渡市の会長、幹

事は私と燕市会長、それから理事には関川の会長、五泉市の会長、新潟市の会長となり

ましたので、報告いたします。この内容につきましては、役員経験の順番という形の中

で繰り上げしていくという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。

以上をもちまして定例総会を閉会いたします。

午前１０時３５分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（１０番）

議事録署名委員（２５番）


